
〔令和 7年 9月 30日改正、令和 8年 3月 11日施行〕 

《202～209㌻》「外務員資格試験等実施要領」一部改正 

新 旧 

本会が、外務員資格試験等規則（以下「規

則」という。）に基づき行う外務員資格試験

（以下「試験」という。）、外務員資格認定講

習（以下「認定講習」という。）並びに登録更

新講習（以下「更新講習」という。）は、本要

領により実施する。 

１．試験の実施 

⑴ 試験は、株式会社シー・ビー・ティ・

ソリューションズ（以下「CBT-Solutions

社」という。）が実施するコンピュータ試

験の方法（以下「CBT方式」という。）に

より行う。 

⑵ 前 項 本 文 の 申 込 手 続 等 は 、 CBT-

Solutions社のWEBサイトより行う。

⑶ 試験科目は規則第６条に規定する５科

目とし、その内容は別表に定める。

（削 る） 

（削 る） 

（削 る） 

⑷ 試験の出題数、合否判定、試験時間は、

規則第５条各号に規定する試験の区分に

応じて次のとおりとする。 

① 商品デリバティブ取引総合試験

本会が、外務員資格試験等規則（以下「規

則」という。）に基づき行う更新講習並びに外

務員登録資格認定講習（以下「講習等」とい

う。）及び試験は、本要領により実施する。 

１．試験の実施 

⑴ 試験は、コンピュータ試験の方法によ

り行う。ただし、システム障害等により

コンピュータ試験の実施ができない場合

には、本会が指定する日時及び場所にお

いて筆記の方法により試験を行うことが

できる。 

⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本

会の開催通知をもって行う。

⑶ 試験科目の区分及び出題数は、次のと

おりとする。

① 出題科目

a. 商品先物市場論

b. 商品先物取引法令・諸規程

c. 商品先物取引業務の基礎知識

d. 商品の基礎知識

e. 金融商品取引法（昭和二十三年法律

第二十五号、以下「金商法」という。）

の下で商品関連市場デリバティブ取

引に係る外務行為を行う者が保有す

べき知識として本会が認定したもの 

② 出題数 上記a～dに係る30問及び上

記eに係る10問の合計40問とする。但

し、受験者の事前の申告によりa～dに

係る設問のみを受験することを妨げな

い。 

⑷ 上記、科目の内容については別表に定

める。 

（新 設） 
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ア 出題数 規則第６条第１号から第

４号に係る30問及び第５号に係る10

問の合計40問 

イ 合否判定 １問10点とし、総配点

(400点満点) の80％(320点) 以上で

合格 

ウ 試験時間 120分 

② 商品先物取引限定試験 

ア 出題数 規則第６条第１号から第

４号に係る30問 

イ 合否判定 １問10点とし、総配点

(300点満点) の80％(240点) 以上で

合格 

ウ 試験時間 90分 

⑸ 試験問題の解答は○×方式及び選択方

式とする。 

（削 る） 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

（削 る） 

 

 

 

２．認定講習の実施等 

⑴ 認定講習は、CBT方式により行う。 

⑵  前 項 本 文 の 申 込 手 続 等 は 、 CBT-

Solutions社のWEBサイトより行う。 

⑶ 認定講習内容は以下のとおりとする。 

① 商品デリバティブ取引の社会経済的

意義等について 

② 商品デリバティブ取引に関する主な

法律・政省令・規則について 

③ 適切な営業行為及び商業倫理につい

て 

④ 外務員が法令に違反した時の効果に

ついて 

⑷ 認定講習に付設される理解度確認テス

トの出題数は20問とし、80％（16問）以

上の正答をもって認定講習の受講を修了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 試験問題の形式は○×方式及び選択方

式とする。 

⑹ 試験時間は120分とする。なお、上記⑶

②の但書きに係る申告をした者の試験時

間は90分とする。試験開始後60分は退席

を認めない。 

⑺ 合格判定は、１問10点とし、総配点(400

点満点) の80％(320点) 以上とする。な

お、上記⑶②の但書きに係る申告をした

者の総配点は300点とする。 

⑻ 試験に不合格となった者は、当該受験

日から30日を経過しなければ再受験する

ことはできない。 

 

（新 設） 
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した者として取り扱う。 

⑸ 認定講習の講習時間は120分とする。 

⑹ 理解度確認テストの解答は選択方式と

する。 

 

３．更新講習の実施等 

⑴ 更新講習は、CBT方式により行う。 

 

 

 

 

 

⑵  前 項 本 文 の 申 込 手 続 等 は 、 CBT-

Solutions社のWEBサイトより行う。 

⑶ 更新講習の内容は、外務員として適正

な商品先物取引業務を遂行するための知

識に関するものとする。 

⑷ 更新講習に付設される理解度を確認す

る設問は12問とし、８問以上の正答をも

って更新講習の受講を修了した者として

取り扱う。 

⑸ 更新講習の講習時間は90分とする。 

⑹ 理解度を確認する設問の解答は選択方

式とする。 

 

（削 る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．更新講習の開催 

⑴ 更新講習は、コンピュータ講習の方法

により行う。ただし、システム障害等に

よりコンピュータ講習の実施ができない

場合には、本会の指定する日時及び場所

において集合研修の方法により講習を行

うことができる。 

⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本

会の開催通知をもって行う。 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

（新 設） 

 

 

３．外務員登録資格認定講習の開催 

⑴ 外務員登録資格認定講習（以下「認定

講習」という。）は、コンピュータ講習の

方法により行う。ただし、システム障害

等によりコンピュータ講習の実施ができ

ない場合には、本会の指定する日時及び

場所において集合研修の方法により講習

を行うことができる。 

⑵ 前項但書の日時及び場所の指定は、本

会の開催通知をもって行う。 

⑶ 講習内容は以下のとおりとする。 

① 商品デリバティブの社会経済的意義

等について 

② 商品デリバティブ取引に関する主な

法律・政省令・規則について 

③ 適切な営業行為及び商業倫理につい

て 

④ 外務員が法令に違反した時の効果に

ついて 
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（削 る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 認定講習受講のための教材は以下のと

おりとする。 

商品先物取引業務の基礎知識（コンプラ

イアンス・ハンドブック） 

⑸ 認定講習の講習時間は120分とする。 

⑹ 認定講習に付設される理解度確認テス

トに80％以上の正答率をもって解答した

ことをもって本講習修了とする。 

 

４．受講・受験の申込手続等 

⑴ コンピュータの方法により、講習等又

は試験を実施する場合 

申込手続等は、本会が別に通知するWEBサ

イトに掲載する。 

⑵ １.の⑴の但書、２.⑴の但書及び３.⑴

の但書により、行う場合 

① 受験の申込みを行おうとする会員等

及び未許可法人等は、受験者ごとに別

紙様式１の「試験申込書」に必要事項

を記入し、受験者全員についての総括

表を添付して本会へ提出する。 

なお、講習等の受講の申込みについ

ては、開催通知に同封する受講申込書

に必要事項を記入して本会へ提出す

る。 

② 受講・受験の申込締切日は、受講・受

験日の１週間前（その日が休日にあた

るときは翌営業日とする。以下同じ。) 

とする。ただし、とくに必要があると

認めるときはこれを変更することがで

きる。 

③ 受講・受験料は、前号の申込締切日

までに、所定の銀行口座に振込入金す

るものとする。 

④ 本会は、①の「試験申込書」を受理し

たときは、受験者ごとに「受験番号」を

付し、別紙様式２の「受験票」を遅滞な

く交付するものとする。 

⑤ 受講・受験の申込みの取消しをする

場合は、速やかに本会に届け出るもの

とする｡ 

⑥ 受講・受験料は、受講・受験日の前日

（その日が休日にあたるときは直前の

営業日。）までに申込みの取消しがあっ
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（削 る） 

 

 

 

 

 

 

４．CBT方式の代替措置 

システム障害等によりCBT方式の実施が

できない場合には、その状況に応じて本会

が指定する日時及び場所において試験、認

定講習、更新講習を実施することができる。 

 

 

附   則 

 

１．この改正は、改正の日（令和７年９月 30 日）

から起算して６月を超えない範囲において

本会の定める日から施行する。 

２．この改正の施行の日以前に改正前の実施要

領により本会が実施した更新講習の受講を

修了している者は、改正後の実施要領により

本会が実施した更新講習の受講を修了した

者とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場合に限り、請求によりこれを返還

する。 

 

５．未許可法人等の提出書類 

 規則第３条第１項第３号の試験要領に定

める書類は、法第190条の許可及び法第240

条の２の登録の申請書の写し等、当該許可

及び登録を受けようとすることを証する書

面とする。 

 

（新 設） 
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【別表】 

科 目 内        容 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

金 融 商 品

取引法（昭

和 23 年 法

律第25号）

に 基 づ く

商 品 関 連

市 場 デ リ

バ テ ィ ブ

取 引 業 務

の 基 礎 知

識 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

金融サービス提供法その他 

（金融サービス提供法、消費者契

約法、個人情報保護法、犯収法） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

        計 ５科目 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別表】 

科 目 内        容 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

金 融 商 品

取 引 法 関

連知識 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

金融商品販売法その他 

（金融商品販売法、消費者契約

法、個人情報保護法、犯収法） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

        計 ５科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな

氏　名

試 験 申 込 書 （ 様 式 １ ）

　 　年　 　月　 　日

会社名

受　験　番  号

生年月日 採用（予定）年月日

１．北海道　　２．関東　　３．中部　　４．関西　　５．西日本

会社番号

受験
地区

印
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな

氏　名

受 験 票 （ 様 式 ２ ）

　 　年　 　月　 　日

会社名

受　験　番　号

生年月日 採用（予定）年月日

会社番号

写

真

24ミリ

ミ
リ

30

１．北海道　　２．関東　　３．中部　　４．関西　　５．西日本
受験
地区

印

-7-




